
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日  時】：令和元年１２月１４日（土曜日） 

       ９時３０分 ～ １６時３０分 

 

【会 場】：朱鷺会館   住所 出雲市西新町２丁目２４５６－４ 

 電話  （０８５３）－２４－９８５７ 

 

      【対 象】：介護支援専門員、主任介護支援専門員、福祉・医療・保健関係者 

 

  【参加費】：日本協会会員 1,000円  島根県協会会員 3,000円  非会員 5,000円 

 

【主 催】：特定非営利活動法人 島根県介護支援専門員協会 

 

【後 援】：島根県・出雲市・島根県医師会・島根県歯科医師会・島根県看護協会・ 

島根県社会福祉協議会・島根県老人保健施設協会・ 

島根県老人福祉施設協議会・島根県後期高齢者医療広域連合・ 

島根県訪問看護ステーション協会  （※後援は予定） 

 

【申込締切日】：令和元年１１月２０日（水） 

          別紙参加申込書により、下記事務局に郵送またはFAXでお申し込み下さい。 

 

【問合・申込先】：特定非営利活動法人 島根県介護支援専門員協会 

         〒690-0061 松江市白潟本町43 スティックビル 

          電 話・FAX （0852）60-5389 

 

 

    ※この研修は、主任介護支援専門員更新研修の受講要綱に該当する法定外の研修です。 

 

 

特定非営利活動法人 島根県介護支援専門員協会 

 

 
     

第1７回 令和元年度 島根県介護支援専門員協会研究大会 

テーマ「意志決定を支援する」 

“意思がくみとりにくい方”への 自己決定から自己実現を支援する。 

  

「ご本人の気持ちがわからない」 「家族の意向に偏ったプランになってしまう」 

介護支援専門員達は悩みます。意思がくみとりにくい方への支援はさらに悩みます。 

2 年間継続のテーマ『意志決定を支援する』今年度は、病気や障がいにより、意思を伝え

ることが難しい方の自己決定（どう生きるか＝意志）から自己実現までの支援を事例を通じ

て考えます。 



＜内  容＞ 

時  間 内       容 

9時３０分 

１０時００分 

受付開始 

開  会 

10時１０分 

 

研究発表 

 ・各圏域より４題を予定 

座 長：島根県介護支援専門員協会 副理事長 

助言者：たむらソーシャルネット 

    代表 田村 満子 氏 

 １２時００分 （昼食休憩） 

１３時００分 

講演 

「気持ちがくみとりにくい方。その意志決定を支援する（仮）」 

 講師：たむらソーシャルネット 代表 田村 満子 氏 

１４時３０分 （休    憩） 

１４時４５分 

事例検討 

事例タイトル「未確定」 

講師：たむらソーシャルネット 代表 田村 満子 氏 

１６時３０分 閉  会 

 

＜講師紹介＞ 

田村 満子（たむら みつこ）氏 

現   職：有限会社 たむらソーシャルネット 取締役 

資   格：社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 保育士 

 

「利用者主体の自律した生活を実現する、具体的な支援をします」を理念に、平成 11年 11月 1日 

(有)たむらソーシャルネット創設。権利擁護相談、外出見守り支援をはじめ、放課後ディサービス、 

アドバイサー契約など、高齢者、子供、障がい者の人権問題や事業を実践展開。スーパーバイズも 

実施。当県には、介護保険制度開始頃より、介護支援専門員へのスーパービジョンを指導、対人援 

助職の育成に尽力いただいている。 

 

公  務：社団法人大阪社会福祉士会 相談役、大阪府高齢者・障がい者虐待対応チームアドバイザー、 

大阪後見支援センター専門相談員、大阪市成年後見支援センター専門相談役、 

      大阪府市民後見人企画調整員 

公務経歴：大阪市研修情報センター権利擁護相談員、大阪府障害者介護給付など不服審査会員、 

地域包括ケア研究会（厚生労働省 老人保健健康増進等事業）、大阪府地域支援計画 

推進委員会委員、大阪コミュニティーソーシャルワーカー検討部会員 他 

著  書：「訪問介護サービス提供責任者の役割と実務」医歯薬出版 2004年 12月 

      「これで安心介護保険サービス完全ガイド」高橋書店 2011年 3月 

      「介護相談員養成研修テキスト平成 19年度版」介護相談・地域づくり連絡会 他多数 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

※ この研究大会は、主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当する研修（法定 

外の研修）です。またこの研究大会に発表者と共同研究者上位３名（発表者含め 

て３名まで）もその要件に該当いたします。 


